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舞鶴発電所２号機の建設工事中に発生した作業員の死亡事故を踏まえた対応

について

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、平成２１年６月４日、貴社の舞鶴発電

所における２号機建設工事中に作業員の死亡事故が発生した旨の報告を受けました。

貴社においては、平成２０年９月１５日に発生した美浜線鉄塔損壊に伴う作業員の死亡

事故を受け、工事中における安全確保を確実にするため、保安規程の変更を行ったにもか

かわらず、再度、工事中に作業員の死亡事故が発生したことは、誠に遺憾であり、厳重に

注意します。

ついては、当院は、貴社に対し、本件事故の原因及び再発防止対策について平成２１年

６月１９日までに報告することを求めます。


